
回覧 令和 3年 10月 29 1fi

粟津町内会の皆様へ

☆ ごみの不法投棄は犯罪です!!☆

粟津町内会 保健衛生委員

粟津町内会長 菅野 信成

写真のごみは不法投棄に該当します。引き取って各自で処理してください

*こ れらは「剪定枝」ではありません !

*「燃やすごみ」か「粗大ゴミ」で処理してください。

。「板切れ」は○○さんですね。
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,「 スダレ」は△△さん、と

。「ヨシズ」は□□さん。

□さん。

ご協力よろしく 000。

ご み 捨 て 厳 禁
手 法 接 轟 :を し た 書 F試
6年 以 下 の 懲 役 ま た は
1000万 円 以 下 の 欝 禽
鍾 処 せ ら れ ま す 。

力‖宙 指 蒲・ ヵ會占 ■澪3弊 早嘗

以上。


